
収 支 報 告 書 （ 会 計 帳 簿 ）
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収入

 １　党費又は会費

 (1) 個人

 (2) 法人その他の団体

 (3) 政治団体

 (4) 政党匿名寄附

 ４　借入金

 ６　その他の収入

支出

費目 内容

 (1) 人件費

 政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者を
 除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当、通勤手当・住居手当
 その他各種手当の類及び健康保険料・労働保険料その他の各種
 保険料の類をいう。

 (2) 光熱水費  電気代、ガス代、水道使用料  電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等をいう。

 (3) 備品・消耗品費  備品購入費、消耗品購入費
 机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）等の
 備品類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、
 雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費をいう。

 (4) 事務所費
 事務所家賃、電話使用料、
 切手購入費、修繕料

 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険金等の各種
 保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する
 経費で、事務所の維持に通常必要とされるものをいう。

 (1) 組織活動費
 大会費、行事費、組織対策費、
 渉外費、交際費

 当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを
 除く。）で例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、
 交際費の類をいう。

 (2) 選挙関係費
 公認推薦料、陣中見舞、
 選挙対策費

 選挙に関して支出される経費で、例えば、公認料推薦料、陣中見舞
 その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費の類をいう。

 (3)

 イ　宣伝事業費

 遊説費、新聞・ラジオ・テレビの
 広告料、ポスター・ビラ・パンフ
 レットの作成費、宣伝用自動車の
 購入・維持費

 機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選挙に関する
 ものを除く。）で例えば、遊説費、新聞・ラジオ・テレビの
 広告料、ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、宣伝用自動車の
 購入・維持費の類をいう。

 ウ　政治資金パーティー
　　 の開催事業費

 会場借上費、記念品代、
 講演諸経費

 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借上費、
 記念品代、講演諸経費の類をいう。

 エ　その他の事業費
 新年会開催費、講演会開催費、
 バザー開催費、バス旅行会開催費

 上記ア～ウ以外の諸事業に要する経費をいう。

 (4) 調査研究費
 研修会費、資料費、書籍購入費、
 翻訳代

 政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、
 研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類をいう。

 (5) 寄附・交付金
 寄附金、賛助金、支部交付金、
 負担金

 政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支部に
 供与した交付金、負担金の類をいう。
 ※ 選挙に関して支出される経費は(2)の選挙関係費である。

 (6) その他の経費  借入金返済、貸付金
 借入金返済、貸付金等上記(1)～(5)に分類できない政治活動に
 要する経費をいい、５万円未満をまとめた「その他の支出」では
 ない。

 ● 国会議員関係政治団体の場合
　　(1) 人件費を除く経常経費及び政治活動費は、１件当たりの金額が１万円超の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体に
　　　　あっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び支出年月日を記載すること。
　　(2) 支出は、上記の例示（区分）により、項目別区分欄に「光熱水費（電気代）」、「組織活動費（大会費）」というように小分類し、
　　　　それぞれ別葉とする。
　　(3) 収支報告書を提出する際には、領収書等の写しを提出すること（人件費を除く経常経費及び政治活動費に係る１万円超の支出について
　　　　すべて必要。）。なお、領収書等の写しは、支出項目順に綴じ、収支報告書とは別にして１部提出すること。

 ● 資金管理団体の場合
　　(1) 人件費を除く経常経費及び政治活動費は、１件当たりの金額が５万円以上の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体に
　　　　あっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び支出年月日を記載すること。
　　(2) 支出は、上記の例示（区分）により、項目別区分欄に「光熱水費（電気代）」、「組織活動費（大会費）」というように小分類し、
　　　　それぞれ別葉とする。
　　(3) 収支報告書を提出する際には、領収書等の写しを提出すること（人件費を除く経常経費及び政治活動費に係る５万円以上の支出について
　　　　すべて必要。）。なお、領収書等の写しは、支出項目順に綴じ、収支報告書とは別にして１部提出すること。

 ● その他の政治団体の場合
　　(1) 政治活動費は、１件当たりの金額が５万円以上の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び
　　　　主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び支出年月日を記載すること。
　　(2) 支出は、上記の例示（区分）により、項目別区分欄に「組織活動費（大会費）」というように小分類し、それぞれ別葉とする。
　　(3) 収支報告書を提出する際には、領収書等の写しを提出すること（政治活動費に係る５万円以上の支出についてすべて必要。）。
　　　　なお、領収書等の写しは、支出項目順に綴じ、収支報告書とは別にして１部提出すること。

 設立届出のある政治団体からの寄附。

 政党及び政治資金団体が、街頭又は一般に公開される講演会若しくは集会において受けた1,000円以下の
 寄附。

 預金利子等、上記以外の収入。

 ５　本部又は支部から供与された
　　 交付金に係る収入

機
関
紙
誌
の
発
行

そ
の
他
の
事
業
費

 ア　機関紙誌の発行事業費

 機関紙や機関雑誌の発行収入、政治資金パーティー開催収入、催物の事業収入、会合等での臨時会費や
 新年会・忘年会の会費収入。具体的には「○○機関紙」・「○○政治資金パーティー開催」・○○講演会
 会費」等細分のうえ記載する（この収入に対応する支出は「機関紙誌の発行その他の事業費」にそれぞれ
 分類して記載。）。

 ３　機関紙誌の発行その他の事業に
　　 よる収入

２

政
治
活
動
費

 給与、材料費、印刷費、
 荷作発送費、原稿料

 個人あるいは金融機関等からの借入金。

 本部から支部への交付金（還付金）、支部から本部への納付金又は支部（他都道府県を含む。）間の
 交付金の額。

収入・支出項目の分類基準表

 機関紙誌の発行に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、
 荷作発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要する経費をいう。

項目別区分

項目 内容

 個人が負担する党費又は会費（規約等で定めている金額）の合計金額及び納付した者の実人員。
 なお、「法人その他の団体」からのものは寄附となる。

 個人からの寄附。

 法人その他の団体が負担する党費又は会費を含む寄附。
２

寄
附

１

経
常
経
費
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第 １３ 号 様 式 （ 係）

１　収入簿

金　額 年月日

１　 の る 又は
１　何　々
２　何　々

２の１　 （ ）
（１） の

１　何　々
２　何　々

（２） の の の
１　何　々
２　何　々

（３） の
１　何　々
２　何　々

（ の の に る の）
（１） に る の

１　何　々
２　何　々

（２） の の に る の
１　何　々
２　何　々

（３） に る の
１　何　々
２　何　々

２の２　
１　何　々
２　何　々

３　 の の の事 に る収入
（１） の 事

　

…
…

　
　

…
…

　

…
…

項 目 摘　要

　

…
…

　

　

…
…

　
（ 　 ）

備　考

…
…

　

…
…

…
…
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１　何　々
２　何　々

（２） 金 事
１　何　々
２　何　々

（ 金 の に係る収入の
　 ）

( )　何　々
　 　 の の 払

　何　々
　何　々

　 　 の の の の 払
　何　々
　何　々

　 　 の の 払
　何　々
　何　々

（ 金 の に係る収入の
の 払の に る のの ）

　 　 の る の
　何　々
　何　々

　 　 の の に る の
　何　々
　何　々

　 　 に る の
　何　々
　何　々

( )　何　々

（３） の の事
１　何　々
２　何　々

　

…
…

…
…

…
…

…
…

（ の ）

…
…

　

…
…

…
…

…
…

（ の ）

…
…

…
…
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　 入金
１　何　々
２　何　々

　 又は れ 金に係
　る収入

１　何　々
２　何　々

　 の の収入
１　何　々
２　何　々

２　 簿

１　 　 　 　
（１） 　　 　　

１　何　々
２　何　々

（２） 　 　 　
１　何　々
２　何　々

（３）備
１　何　々
２　何　々

（ ）事　 　 　
１　何　々
２　何　々

２　
（１）

１　何　々
２　何　々

…
…

　

　

…
…

　
　

…
…

　

…
…

　

備考
の 目 的

収 入 の 額

項　　目 摘　要
金額

…
…

　

…
…

　

年月日
の

…
…
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（２） 係
１　何　々
２　何　々

（３） の の の事
　
　 　 の 事

１　何　々
２　何　々

　 　 事
１　何　々
２　何　々

　 　 金 事
　　

１　何　々
２　何　々

　 　 の の 事
１　何　々
２　何　々

（ ）
１　何　々
２　何　々

（ ） 金
１　何　々
２　何　々

（ ） の の
１　何　々
２　何　々

…
…

　

…
…

　

…
…

　

　

…
…

　

…
…

　

　

　

の 額

…
…

　

…
…

　

…
…

　

…
…
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３　運用簿

項　　目 摘　　要 金額 年月日
金額
（ａ
）

預入れ等
に係る金
銭等の金
額（ｂ）

収入金額
(ａ)－
(ｂ)

年月日

１　預金又は貯金
１　何　々
２　何　々

２　国債証券等
１　何　々
２　何　々

３　金銭信託
１　何　々
２　何　々

…
…

…
…

運用の目的
預入れ等に
係る事項

払戻し等に係る事項

備考

…
…
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（記載要領）

１ 収入簿

（１） 収入簿には、この に める区 に い、す ての収入を記載すること。

お、適宜、 して し、 は、 簿、日計 の類を 用しても し支 いこと。

（２）収入とは、金銭、 、 その の 上の の収受で、 の３ 号に掲げる

   による運用のために し、 は した金銭及び の当該運用に る当該金銭

  等に 当する金銭等の収受以外のものをいう。

   お、金銭以外の 上の にあ ては、これを に た金額を記載するものとし、

その を「備考」欄に記載すること。

（３）す ての収入は、 が する は会 、 （ その の が する

は会 を 。以 。）、 の 行その の事 による収入、 入金、 は支

れた 金に る収入及びその の収入に 類して記載すること。

（ ） が する は会 に いては、その 、金額及び 入年月日を記載するものと

し、その は、「摘要」欄に「甲 名 」というように記載すること。

（ ） （ 名 （ のう 、 ２２ の ２項に する は 金

が は に れる 会 し は 会の会場において受 る 名の で１ 当

たりの金額が千 以 のものをいう。以 。）を 。以 を き、1 において 。）

に いては、その をした者の 名、 所及び （ にあ ては、その名称、 たる事

所の所在地及び代 者の 名。以 において 。）、当該 の金額及び年月日並びに

者が上場 外 会 （ ２２の １項 に する日 をいう。 に

おいて 。）であるときはその を記載すること。

   お、記載に当た ては、当該 を「 の 」、「 その の の 」

は「 の 」に区 し、 者 に の により記載すること。また、

は支 れた 金に る収入は、 には該当し いため、「 の 」

には め いこと。

  の にあ ては、 者の 名を「摘要」欄に「甲 」というように記載

し、 者の 所及び を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号○○会

○号 （甲会 ）」というように記載すること。

    お、 （ １９ の に する をいう。）に いては、 の

の項目に記載するものとし、 、甲 が 金 の をした者である場合に

は、「摘要」欄に「 ○ 甲 」というように記載すること。

また、 によ てする に いては、「備考」欄に「 」と記載すること。

  その の の に いては、 者の名称を「摘要」欄に「甲 会 （乙   

支店）」、「 合」というように記載し、 者の たる事 所の所在地及び代 者の

名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号（甲 ）」というように記

載すること。

    お、上場 外 会 の に いては、「備考」欄に「上場 外

」というように記載すること。

  の に いては、 者の名称を「摘要」欄に「甲 」というよう

に記載し、 者の たる事 所の所在地及び代 者の 名を「備考」欄に「東京都千代田

区○○町１丁目１番１号（甲 ）」というように記載すること。



50

（ ） のう 、 のあ を れたものに いては、 のあ をした者の 名、

所及び 並びに当該 のあ に る の金額、これを めた期間及びこれが当該

に れた年月日を記載するものとし、記載の要領は、 のあ 者の 名を「摘

要」欄に記載し、 所及び 並びに を めた期間を「備考」欄に記載すること。

（ ） 名 に いては、 の日に の場所で受 た とに、その金額の合計額並

  びに当該年月日及び場所を記載するものとし、当該場所を「備考」欄に「東京都千代田区○○

町１丁目○○ 」、「東京都千代田区○○町１丁目１番１号○○会 ○○の間」というよ

うに記載すること。

（ ） の 行その の事 による収入にあ ては、その事 の種類並びに当該種類 との

  金額及び収入年月日を記載するものとし、記載の要領は、 の 行事 及び 金

  事 にあ ては、事 の種類を「摘要」欄に「甲 」、「乙 」、「甲

  金 事 」、「乙 金 事 」というように したう

で記載し、その の事 にあ ては、「その の 事 」というように記載すること。

また、 金 事 に いて、 の と で した場合にあ て

は、その 及び当該 の の名称を備考欄に記載すること。

お、 金 事 の に る収入の を により記載すること。

  金 の に る収入に いては、 金 とに、その名称、   

年月日、 場所及び に る収入の金額並びに の支 をした者の 名、 所及

び （ の支 をした者が である場合には、その名称、 たる事 所の所在地及び

代 者の 名。 において 。）並びに当該 の支 に る収入の金額及び年月日を記

載すること。

お、当該 の支 を「 の の支 」、「 その の の の支 」

は「 の の支 」に区 し、 の支 者 に の により記載すること。

    の の支 にあ ては、 の支 をした者の 名を「摘要」欄に「甲

」というように記載し、 の支 をした者の 所及び を「備考」欄に「東京都

千代田区○○町１丁目１番１号○○会 ○号 （甲会 ）」というように記載するこ

と。

    その の の の支 に いては、 の支 をした者の名称を「摘要」

欄に「甲 会 （乙支店）」、「 合」というように記載し、 の支 をした者

の たる事 所の所在地及び代 者の 名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁

目１番１号（甲 ）」というように記載すること。

    の の支 に いては、 の支 をした者の名称を「摘要」欄に「甲

（東京都支 ）」というように記載し、 の支 をした者の たる事 所の所在地及

び代 者の 名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号（甲 ）」と

いうように記載すること。

  金 の に る収入のう 、 の支 のあ を れたものに い

   ては、 金 とに、 の支 のあ をした者の 名、 所及び 並

びに当該 の支 のあ に る収入の金額、これを めた期間及びこれが当該

に れた年月日を記載するものとし、記載の要領は、 の支 のあ 者の 名

を「摘要」欄に記載し、 所及び 並びに の支 を めた期間を「備考」欄に記載す

ること。
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（９） 入金に いては、その 入 、当該 入 との金額及び 入年月日を記載するものとし、  

入 を「摘要」欄に「甲銀行（乙支店）」というように記載すること。

（10）当該 の は支 れた 金に る収入に いては、その は支

  の名称並びに当該 金の金額及び を受 た年月日を記載するものとし、その は

支 の名称を「摘要」欄に「甲 乙支 」というように記載し、その は支 の たる事

所の所在地及び代 者の 名を「備考」に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号（甲

）」というように記載すること。

（11）その の収入に いては、その と た事 並びにその金額及び年月日を記載するもの

  とし、その収入の と た事 を「摘要」欄に「甲銀行 金 」、「乙 行 」、

「金銭信託（ 信託会 ）運用 」というように記載すること。

（1 ）収入簿は、毎年１２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者に

おいて署名押印すること。

（1 ）上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載するこ

  とができるものであること。

２ 支 簿

（１）支 簿には、この に める区 にしたがい、す ての支 （当該 のためにその

代 者 は会計責任者と を て れた支 を 。）を記載すること。

   お、適宜、 して し、 は、 簿、日計 の類を 用しても し支 いこと。

（２）支 とは、金銭、 、 その の 上の の は で、 の３ 号

に掲げる による運用のためにする金銭及び の は 以外のものをいう。

   お、金銭以外の 上の にあ ては、これを に た金額を記載するものとし、  

その を「備考」欄に記載すること。

（３）す ての支 は、 及び に 類し、 に にあ ては、 、

、備 及び事 所 に 類し、 にあ ては、 、

、 の 行その の事 、 、 金及びその の に 類

して記載すること。

（ ）す ての支 は、支 を受 た者の 名（ にあ ては、その名称）を「支 を受 た者

の 名」欄に「甲 」（ にあ ては、「乙 会 （ 支店）」）（当該 の

は支 に して 金を した場合には、「 甲 乙支 」）というように記載し、

支 を受 た者の 所（ にあ ては、その たる事 所の所在地）を「備考」欄に「東京

都千代田区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。

（ ） に る支 は、 の 類 により、当該項目 とに、支 を受 た者の 名及び

所（ にあ ては、その名称及び たる事 所の所在地）並びにその支 の目 、金額及

び年月日を記載すること。

      の （ の 行その の事 に 事する者を 。）に           

支 れる 、 、 当 当 当その の 当の

類及び その の 種 の類をいう。

     、 、 の 用 及びこれ の計 用 等をいう。
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  備     、 、 ッ 、 、 （事 所用に る。）等の備 の類

   及び事 用用 、 、 、 、事 、 、 、 等

の の類の 入 をいう。

  事 所    事 所の （地代、 ）、 、 等の 種 、

           用 、切 入 、 その これ に類する で事 所の

           に 必要と れるものをいう。

（ ） に る支 は、 の 類 により、当該項目 とに、支 を受 た者の 名及

び 所（ にあ ては、その名称及び たる事 所の所在地）並びにその支 の目 、金額

及び年月日を記載すること。

  当該 の に要する （ に するものを 。）で、           

、 会 、行事 、 、 外 、 の類をいう。

    に して支 れる で、 、 認 、 その

           に して行 れる に要する の類をいう。

  の 行その の事

    の の 行に 事する者に支 れる 、 、印 、

行事 、 その の 行に要する をいう。

    事 の 行以外の の 及 に要する （ に するものを           

。）で、 、 、 ビの 、

ビ ッ の 、 用 の 入 の類をいう。

    金  金 の に要する で、 、会場 上 、記

代、 の類をいう。

    事

    その の  上記の 、 及び 以外の 事 に要する をいう。

     事

    のために行う に要する で、 、 会 、

、 入 、 代の類をいう。

  金 に する 、 金、当該 の は支 に して

した 金、 金の類をいう。

  その の その 上記以外の に要する をいう。

（ ）支 簿は、毎年１２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者に

おいて署名押印すること。

（ ）上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載するこ

  とができるものであること。

３ 運用簿

（１）運用簿には、この に める区 にしたがい、 の３ 号に掲げる による運用

に する事項を記載すること。

   お、適宜、 して し、 は、 簿、日計 の類を 用しても し支 いこと。

（２）運用とは、金銭等を の３ 号に掲げる により の の に ることをい

う。
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（３） 入れ等に る事項とは、 金（ 金及び当 金を 。以 。） は 金（

金を 。以 。）の銀行その の金 の 入れに る事項、 等（

、地 、 （その の 及び の支 に いて が する

をいう。） は銀行、 金 、 合 金 し は を地区とする信用金

合会の 行する をいう。以 。）の に る事項及び金 の信託 の

等に する １ １項の認 を受 た金 の金銭信託（ て の のあ

るものに る。以 。）に る事項をいう。

（ ） し等に る事項とは、 入れた 金 は 金の しに る事項、 した

  等の は に る事項及び信託した金銭信託の信託終了に る事項をいう。

（ ）収入金額とは、 し等に る金銭等の金額 入れ等に る金銭等の金額を し いた  

金額をいう。

（ ） 金 は 金に いては、これを 入れたときは当該 金 は 金の種類、 入れた金

の名称及び所在地並びに 入れの金額及び年月日を記載するものとし、記載の要領は、

当該 金 は 金の種類を「摘要」欄に「 期 金（１年）」というように記載し、金

の名称及び所在地を「備考」欄に「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１号」

というように記載すること。

   また、これの しを受 たときは当該 金 は 金の種類、 しを受 た金 の名

称及び所在地並びに しの金額、 入れの金額、収入金額及び年月日を記載するものとし、

記載の要領は、当該 金 は 金の種類を「摘要」欄に「 期 金（１年）」というように記

載し、金 の名称及び所在地を「備考」欄に「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町

１丁目１番１号」というように記載すること。

（ ） 等に いては、これを したときは当該 等の種類及び 、 の

名 は名称及び 所 は所在地並びに の 額及び年月日を記載するものとし、記載の要領

は、当該 等の種類及び を「摘要」欄に「 期 （１ 年）」というように記載

し、 の 名 は名称及び 所 は所在地を「備考」欄に「甲 、東京都千代田区○

○町１丁目１番１号」、「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１号」というよ

うに記載するこ

と。

   また、これを し、 は を受 たときは当該 等の種類及び 、 の

名 は名称及び 所 は所在地並びに の 額、 の 額、収入金額及び年月日 は

を受 た 額、 の 額、収入金額及び年月日を記載するものとし、記載の要領は、当該

等の種類及び を「摘要」欄に「 期 （１ 年）」というように記載し、

の 名 は名称及び 所 は所在地を「備考」欄に「甲 、東京都千代田区○○町１丁目

１番１号」、「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１号」というように記載す

ること。

（ ）金銭信託に いては、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託

  した金銭の額並びに信託の 年月日、期間及び種類を記載するものとし、記載の要領は、当

該金銭信託の種類及び期間を「摘要」欄に「ビッグ（２年）」というように記載し、受託者の

名称及び所在地を「備考」欄に「甲信託銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１

号」というように記載すること。
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また、これが終了したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金

銭の額、信託した金銭の額及び収入金額並びに信託の終了年月日、期間及び種類を記載するも

のとし、記載の要領は、当該金銭信託の種類及び期間を「摘要」欄に「ビッグ（２年）」とい

うように記載し、受託者の名称及び所在地を「備考」欄に「甲信託銀行（乙支店）、東京都千

代田区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。

（９）運用簿は、毎年１２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者に

おいて署名押印すること。

（10）上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載するこ

  とができるものであること。
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※　この表は必ず提出してください。

1

2

3

4

　　　　 野　 郎   

　　（０ ） ２４ １１１１　 

甲 　 郎

に いて

に いて

） 令和４年４月 日に資金 団体の を っ （ の場合も ）。

「令和４年４月 日から令和４年１２月３１日まで」

） 令和４年４月 日に資金 団体の を り し 解散 の場合も ）。

「令和４年１月１日から令和４年４月 日まで」

に いて

） 令和４年４月 日に国会議員関係政治団体に っ 。（１ 団体、１ 団体か ２ 団体に する政治団体は

国会議員関係政治団体に するこ に っ 日、２ 団体は 出をし 日が 日 る。）

「令和４年４月 日から令和４年１２月３１日まで」

） 令和４年４月 日に国会議員関係政治団体で く っ 。

「令和４年１月１日から令和４年４月 日まで」

国会議員関係政治団体に関 る の

令 和 年 月 日

国会議員関係政治団体であった 年の である に国会議員関係政治団体であった して 。
年 して（ 2 ）国会議員関係政治団体であった は で 。
（ に ある も ）

令 和 年 月 日 ま で

に がある場合の を る め、 の く
を してください。

「国会議員関係政治団体」の
出をしている団体の して
ください。（ の の政治団体
に がある場合は、 要）

資金 団体であっ が 年の 分である場合に資金 団体であっ を してください。
年を して（   ）資金 団体の を ってい 場合は 要です。
（ に がある場合も 要）

の 者の氏名

に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法 の

の 類    議  議 員

の の 等

の規 に る政治団体

そ の の 政 治 団 体 の

に係る国会議員関係政治団体

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の

政治資金規正法 の

政 党 の

政 治 資 金 団 体

の の

そ の の 政 治 団 体

の

政 　治 　団 　体　 の　 　

（その ）

政治資金規正法 の

政 治 団 体 の 名 称

（ り ）

たる の

政 党

　　甲 　 郎

    ３ １

会 計 責 任 者 の 氏 名

    甲　　乙　　会

     こ 　　 　　かい

収　　 　　報　　告　　書

令和　 　年

資 金 団 体 の の

　　乙野　次郎

代 表 者 の 氏 名

国会議員関係政治団体に関する の

資 金 団 体 の の

資 金 団 体 の の

令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ま で

の 類 議 議員

甲 　 郎

（ の１）、（ の２）、（ の１ ）、（ の２０）は、収 支出、資 が い団体に
あっても必ず提出してください。

収 支 報 告 書 記 載 例

資金 団体 して してい い場合は、　　　 　 だけ し「
の 」、「資金 団体の 出をし の 」 「 」は し
いでください。（「 の 」 に がある場合も 要）

資 金 団 体 の の

資金 団体の

した者の氏名

る
に
を

けてくださ

者

　氏名

　

　氏名

　

付
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 ※ この表は、必ず提出してください。

（その ）

　 　収 の 表

収　　 　　 　　

　　 年 の ０

　　 　年　の　収　 　

　　 　　 　　

年 の

　 　収 別金 の

金　　　　　　　

員 　　

　 。 の

　 　 　 　の　 　

　　 　 　 　 　 　 　 　 ０

法 その の団体 の

政 治 団 体 の

　　計　 　

の のあっせんに るもの ０

　政 党 名 ０

　　計　 　 　 　　　　

２００ ０００

１ ０００

１ ４１ ４０

１ ０ ０００

１０

４ ３００ ０００

収　　 　　の　　 　　

４４ ２１ ０００

４４ ２１ ０００

２ ３ ０

　　　　　　　

の る党 は会

金　　　　　　　

2 　　　　　　　　　　　

１ ０００

２ ３ ０ ０００

（ 年の収入 ）は２、の １ の合計 。

支出 は、 （その１ ）の合計の 。

又は会 を 入した を記載してください。

からの の で 。

合計 の で 。

その の団体が る 又は会 は の に記載してください。

の 者が、その者が の 者で る間に政 から けた政治 に る に る の
又は に る を らの 団体に して る 。

な 、この に いては、 に る は されない。

年の報告書を の 記載してください。
がない場合は、 ０ して さい。

（ ） （ ）の を してください。
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の に、 る く 分 して してください。

（その ）

　 　の　 　 類 　　　　　　　　

甲 関

乙 関

 の

を ます会  会 の

書

こ の の 計

計

（その ）

　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　

支

支

支

こ の の 計

計

２０ ００ ０００

１ ０００ ０００

００ ０００

２ ０００ ０００

５

５

金　　　　　　　

　 関 の その の に る収

　 　　 　　金

金　　　　　　　

２ ３００ ０００

１ ００ ０００

００ ０００

１０ ００ ０００

００ ０００

２０ ００ ０００

ここに記載 る収入に る支出は、 その１ の
（ ） の その の して、
それ れ して記載してください。

政治 の 収入の が
１ ０００ で るもの又は
１ ０００ になる まれるものに
いては、（その１０）も記載してください。

ではなく、 の 収入を記載 るこ 。
の者からの政治 の の支 いで、

合計 が２０ を るものに いては、（その１１）に記載してください。

入 に支 名まで 体 に記載してください。

入 を年 に した場合にも を計 るこ 。
は（その１ ） （その１ ）にその

（ 入 ） して計 してください。
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（その５）

付 金 し た
は の 名 称

年 月 日 たる の 　

4.4.30

4.10.30 　　　　

（その ）

０００

１ ０００

１ ０００ ０００

１ ０００ ０００

２ ０００ ０００

２ ０００ ０００

０ ０００

０ ０００

　そ　の　 　の　収　

　　　　　　　　

こ の の 計 １００ ０００

0 のもの

計

金

　　

金　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

4.9.16

　

　 は た 付金に係る収

こ の の 計

計

　　

金　　　　　　　

の （ ）の は、
書 が な ても１ して、その合計 が

１０ で れ 記載してください。

１ １０ のものに いての を記載し、
１０ のものに いては、その合計 を して
記載してください。

この記載は くまで の記載 で 、 は、その政治団体の
又は支 からの 付 に いて記載してください。
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（その ）

者 の 氏 名
（団体にあっては、その名称）

年 月 日
（団体にあって

は、代表者の氏名）
　

4.1.3 議 議員

4.5.20 　　

4.2.15 会

4.7.15 　　

4.7.20

4.11.30 　　

4.12.10 会 員

4.12.20

こ の の 計

そ の の

（その ）

者 の 氏 名
（団体にあっては、その名称）

年 月 日
（団体にあって

は、代表者の氏名）
　

4.1.31 野 郎

4.1.31 甲野次郎

4.2.12 野 郎

4.10.1 　 

4.10.10 野 郎

4.10.15 野次郎

こ の の 計

そ の の

４ ２ ０ ０００

４０ ０００

４ ３００ ０００

００ ０００

０ ０００

００ ０００

００ ０００

２００ ０００

４００ ０００

００ ０００

２ ０ ０ ０００

２ ０ ０００

２ ３ ０ ０００計

　 　　　

　 会

　 会

１００ ０００

０ ０００

００ ０００

　 会

　 会

　 会

００ ０００

４００ ０００

　 　 　の　 　 者 の 人 の の団体

金　　　　　　　
（団体にあっては、

たる の ）

計

（団体にあっては、
たる の ）

金　　　　　　　

野 郎

野 郎

　 　 　の　 　

　　　

者 の 人

甲 郎

　 

　 

野 郎

　 

野 郎

　　　

　　　

００ ０００

１ ０００ ０００

の者 、 その の団体、政治団体 からの で年間 を るものの を記載してください。
の に いては、その合計 を その の に記載してください。

年間 の に いては を記載 る は ま が、
の を ける場合には記載が必 で 。

（政 又は の が るその の政治団体に る。）

の者は、年間１ ０ までしか で ま 。

その２ の からの 合 しま 。

その の団体 は、政 政治 団体 の者に る政治 に る は
い さい されていま 。
ここに記載しているのは くまで の記載 で 、 の その の団体が

団体に して がで るこ を しているものでは ま 。

その２ の その の団体からの 合 しま 。
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（その ）

者 の

者 の 氏 名
（団体にあっては、その名称）

年月日 　

4.1.31

4.1.31

4.2.12

4.10.1

4.10.10

4.10.15

こ の の 計

そ の の ０

計

（その 0）

0 　 関 の その の に る収 の の に係る収 の

の名称
年 月 日

4.10.1

こ の の 計

０

２００ ０００

２００ ０００

１０ ００ ０００

１０ ００ ０００

１０ ００ ０００

２ ０００ ０００

２ ０００ ０００

１ ００ ０００

００ ０００

１ ００ ０００

　　　

会 の２

に 係 る 収 の 金
の

し た 者 の

　 

　　　

　　　１ ００ ０００

　　 　　 　　

政治

　　

野 郎

　 

野 郎

政治 査会

　　

会

　

　　　

金　　　　　　　

　 　 　の　 　

　 （団体にあっては、
たる の ）

政治団体

（団体にあって
は、代表者の氏名）

野 郎

　 

を ます会

計

計

政治団体寄附の量的制限（個別制限）

その他政治団体 その他政治団体
年間5,000万円

政党 その他政治団体
制限無し

その２ の政治団体からの 合 しま 。

年 に収 されたものが る場合、
その を に記載してください。

（その ） 、収入の が１ ０００ の 又は１ ０００ になるこ が
まれる に いて記載してください。
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（その ）

の した者の氏名
（団体にあっては、その名称）

年月日

4.6.10

4.5.10

4.7.1

こ の の 計

（その 2）

年月日
た （団体にあって

は、代表者の氏名）

4.6.5
4.5.4

会

4.6.10
4.5.30

会 員

こ の の 計

２ ００ ０００

２ ００ ０００

００ ０００

００ ０００

１ ４００ ０００

１ ４００ ０００

人

次郎

政治資金 の名称2 　政治資金 の に係る収 の の の

（団体にあっては、
たる の ）

あっせんに るものの 　 の のあっせん者の

計

金　　　　　　　の のあっせん者の氏名
（ 団 体に あっ ては 、そ の名 称）

乙 郎

金　　　　　　　
（団体にあっては、

た る の ）

甲 会

　政治資金 の に係る収 の 政治資金 の名称

の した者の

１ ００ ０００

会

乙 会

００ ０００

００ ０００

計

（ 団 体 に あ って
は 、 代 表 者 の 氏 名）

人

甲野次郎

野 郎

乙

の政治 の に る収入の の者から２０ を る収入が るものに いて、
その に を記載してください。

の に の者から
１ ０ を て の支 いを
けてはいけま 。

の政治 の に る収入の の者に て の支 いを されたもので、
その の合計 が２０ を るものに いて、 をした者 にその を記載してください。
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（その ）

　 別金 の

1

(1)

(2)

(3)

(4)

2

(1)

(2)

(3)

関 の

宣

政治資金

そ の の

(4)

(5)

(6)

２ ３ ０

１ ３ ０

１１ ４ ０００

４００ ０００

１２ ００

４００ ０００

１ ０００ １０

３ １３ ０００

２ ０００ ０００

３ ０ ０ ０００

１ ０ ４ ３ ０

２ １ ０ ０００

２２ ０ ３ ０

　　　　　　　金　　　　　　　

　 　 　の　 　 　表

１ ０００

１２０ ０００

２ ０００

０００

50,000

　　　　　　　　

査

付 金

計

200,000

そ の の

250,000計

関 係

関 の その の

計

政 治

の計

の計を
記載してください。

政治 の計を
記入してください。

この には の計を
記載してください。

政治団体の 又は支 に してなされた支出の 、
政治団体からその 又は支 への 付 して

支出されたものに いては、 （ 、 、
その の ） に に 書 る もに、

（その ）に を記載してください。
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（その ） ※ 国会議員関係政治団体 は資金 団体の 　　　　 いず か１ の に「 」を けてください。

2 　 （人 を く。）の 　 別 　　 　　 　　

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.7.15 会

4.8.15 　　 　　　　

この の 計

その の

（その ） ※ 国会議員関係政治団体 は資金 団体の 　　　　 いず か１ の に「 」を けてください。

2 　 （人 を く。）の 　 別 　　 　　 　　

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.2.1 会

4.3.2 会

この の 計

その の

２ ００

１１ ００

１ ０ ００

２ ０００

１１ １ ０

２１ ３ ０

３２ ００

００

１２０ ０００

３ ０００

月分

の

の 金　　　　　　　

金　　　　　　　

月分

計

（ ）　国会議員関係政治団体 は資金 団体の し、
　　　　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、資金
　　　　団体は１ 円 の支出に いて するこ 。
（ ）　 その の と 計 の は、 の 別
　　　　 の とに、 の に ること。計

１ た （ 会 政治団体に ては１ ）の支出は記載 で 。
の その の支出 に合計 をま て記載してください。

１ （ 会 政治団体は１ ）の
支出の合計 （ は 記）

１ （ 会 政治団体は１ ）の
支出の合計

（その１ ） （ を く）の
この表は 団体 会 政治団体の が で 、それ の政治団体は記載 で 。

団体の 又は 会 政治団体の の を けている 間が 年の で る場合は、その 又は を
けていた 間に た支出に いて記載してください。

を く１ （ 会 政治団体に ては１ を る ）の の支出に いて を記載し、 収書の
しを して 付してください。

１ （ 会 政治団体に ては１ ）の支出は、その合計 を その の支出 に記載してください。
収書 の しの に いては、必ず （ ） してください。

（その１ ）の を く の に
それ れ してください。
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（その ） ※ 国会議員関係政治団体 は資金 団体の 　　　　 いず か１ の に「 」を けてください。

2 　 （人 を く。）の 　 別 　　 　　 　　

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.2.1 郎

4.4.2 会

4.5.8 会

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 　　　　　　（　　 　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.2.1 会

4.6.21 会

4.7.21 　　　 　　　

4.8.21 　　　 　　　

4.9.21 　　　 　　　

３３ ０００

１ ０００ ０００

２ ０００

０

２３ ４０

４ ００

１０ ００

０００

２ ０００

１０ ０００

０ ０００

０ ０００

１０ ０００

０００

（ ）　国会議員関係政治団体 は資金 団体の し、
　　　　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、資金
　　　　団体は１ 円 の支出に いて するこ 。
（ ）　 その の と 計 の は、 の 別
　　　　 の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

月分

の 金　　　　　　　

計

この の 計

その の

金　　　　　　　の

月分　

月分　

月分　

（その１ ）政治 の
１ （ 会 政治団体に ては１ ）の支出に いて を記載し、 収書の しを して 付してください。
１ （ 会 政治団体に ては１ ）の支出は、その合計 を その の支出 に記載してください。
収書 の しの に いては、必ず （ ） してください。

　　　）

（その１ ）の政治 を に し、
にそれを 会 な 、

して、それ れ してください。

１ た （ 会 政治団体に ては１ ）の支出は、記載 。
の その の支出 に合計 をま て記載してください。

１ （ 会 政治団体は１ ）の
支出の合計 （ は 記）

１ （ 会 政治団体は１ ）の
支出の合計
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　 　　　　　　（　　 会 　　　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.10.1 会

　　 　　　

4.11.8 会

4.11.10 甲乙会 支

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 関係 　　　　　　（　　 　　　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.10.1 郎

郎

郎

郎

郎

０ ０００

３ ０００ ０００

３ ０ ０ ０００

１ ０００ ０００

００ ０００

００ ０００

００ ０００

００ ０００

００ ０００

２００ ０００

０ ０００

１００ ０００

０ ０００

１０ ０００

０ ０００

　

この の 計

その の

この の 計

その の

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

計

の 金　　　　　　　

資

会場

出

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。

の

　

　

　

金　　　　　　　
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　 関 の 　（　甲 関 　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.1.25 野次郎

4.4.10 野 郎

4.7.10 野 郎

4.10.10 野 郎

０

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 関 の 　（　甲 関 　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.2.5 会

4.5.1 　　 　　

4.8.1 　　 　　

4.11.1 　　 　　

０

２００ ０００

００ ０００

００ ０００

０ ０００

２００ ０００

２００ ０００

２００ ０００

２００ ０００

２００ ０００

０ ０００

０ ０００

０ ０００

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

　

　

の 金　　　　　　　

この の 計

その の

　

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

　

　

　

の 金　　　　　　　
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　 関 の 　（　　 　　　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.2.10

4.5.10 　　 　　

4.8.10 　　 　　

4.11.10 　　 　　

０

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 関 の 　（　乙 関 　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

０

１００ ０００

４００ ０００

４００ ０００

１ ０ ０００

１ ０ ０００

１００ ０００

１００ ０００

１００ ０００

この の 計

その の

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

の 金　　　　　　　

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

　

　

　

の 金　　　　　　　
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　 関 の 　（　乙 関 　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.2.5 会

4.5.1 　　 　　

4.8.1 　　 　　

4.11.1 　　 　　

０

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 関 の 　（　乙 関 　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.2.15

4.5.10 　　 　　

4.8.10 　　 　　

4.11.10 　　 　　

０

０ ０００

０ ０００

２００ ０００

２００ ０００

１００ ０００

１００ ０００

１００ ０００

４００ ０００

４００ ０００

０ ０００

１００ ０００

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

　

　

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

の 金　　　　　　　

　

この の 計

その の

０ ０００

　

　

　

の 金　　　　　　　
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　 　　　　　　（ ）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.1.25

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 　　　　　　（　 作成 　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.11.30 会

4.12.10

０

２２ ３ ０

１ ２ ３ ０

００ ０００

１００ ０００

００ ０００

００ ０００

１ ０００ ０００

０ ０００

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

の 金　　　　　　　

この の 計

その の

１ ０ ０ ０００

の 金　　　　　　　
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　政治資金 （ ）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.1.30 会

4.7.20

　　 　　　

野 郎

（その ）

　政 治 の 　 別 　　政治資金 （ を ます会）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.8.25 会

4.9.1

4.10.25 会

　 　　　

野 郎

野 郎

２００ ０００

４ ０００ ０００

３ ０００

０ ０００

０ ０００

１２ ０００ （ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の ３ ０００

１ ０ ０００

会場

　

の 金　　　　　　　

この の 計

その の

３ ４ ０００

１３ ０００

３ ４ ０００

１ ０ ０００

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

の 金　　　　　　　

会場

０ ０００

１ ００ ０００

１ ０００

０ ０００
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　 の の 　　　　（　書 　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

０

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 査 　　　　　　（　 　　　　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.5.15 （ ）

４００ ０００

１００ ０００

１００ ０００

２ ００

１２ ００

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

「政 政治」の

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

の 金　　　　　　　

この の 計

その の ４００ ０００

の 金　　　　　　　



72

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 付金　　　　　（　 　　　　　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.3.31 政治団体

4.6.30 政治

０

（その ）

　政 治 の 　 別 　　 付金　　　　　（　支 付金　　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.3.31 甲乙会 支

4.6.30 甲乙会 支

０

２００ ０００

２００ ０００

１００ ０００

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

の 金　　　　　　　

この の 計

その の

付金

 

２００ ０００

２００ ０００

１００ ０００

１００ ０００

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

の 金　　　　　　　

 １００ ０００
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（その ）

　政 治 の 　 別 　　 の の 　　　　　（　 金 　　　　）

年月日
た者の氏名

（団体にあっては、その名
称 ）

た 者 の
(団体にあっては、 たる の

)
　

4.12.10

（その ）

年月日
付金の た

は の名称
た る の

　

4.11.10 甲乙会 支

4.3.31 甲乙会 支

4.6.30 甲乙会 支

（ ）　国会議員関係政治団体は１ １ 円 の支出、 の
　　　　政治団体は１ 円 の支出に いて するこ 。

（ ）　 その の と 計 の は、 の 別 の
　　　（　）の の とに、 の に ること。計

この の 計

その の

１ ０００ ０００

の 金　　　　　　　

金 １ ０００ ０００

計

この の 計

　　

付金

２ ０ ０００

１０

１ ０００ １０

０ ０００

１００ ０００

１００ ０００

２ ０ ０００

　 は に して した 付金に係る の

　 　 　 金　　　　　　　
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 ※ この表は、必ず提出してください。

　　　　

（その ）

　資 等の 別

別

　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　

H10.5.1

資 に る

付 と の 100 る 付 金

た 金 100 る 金

の 100 る の に関 る

と の 100 る 金

金　　　　　　　　

　資　 　等　の　 　

３ ０００ ０００

の と る は の

の 100 る

金（ 金及び 金 。） は 金（ 金
。）

金

（その ）

　資 等の 表

　　資 等の

資　 　等　の　 　 　別　 　

資　　 　　等　　の　　 　　

が くない場合は、 ての の に
を記載してください。

の に いて、（その ）に記載してください。
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（その ）

　資 等の 別

別

　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ H10.5.1

（その ）

　資 等の 別

別

　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　

H17.5.1

H2.4.1

S62.5.1
、 日 の だが 、年月日 も
年月日は 年月日。 は 日に ける

 H10.5.1
、 日（ ）から までの の だが、
、年月日 も 。 は に ける

金　　　　　　　　

　資　 　等　の　 　

　資　 　等　の　 　

金　　　　　　　　

３ ０００ ０００

１ ２００ ０００

２ ００ ０００

１ ００ ０００

１，０００，０００
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（その ）

　資 等の 別

別 金

　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　

（その ）

　資 等の 別

別 金

　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　

甲 乙支

　資　 　等　の　 　

金　　　　　　　　

０００ ０００

１ ２００ ０００

　資　 　等　の　 　

金　　　　　　　　

（その ）

　資 等の 別

別 金

　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　

（その ）

　資 等の 別

別 金

　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　

甲 乙支

　資　 　等　の　 　

金　　　　　　　　

０００ ０００

１ ２００ ０００

　資　 　等　の　 　

金　　　　　　　　
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※　この表は必ず提出してください。

（その20）

　添　付　書　類（別添のとおり）

1 　領　収　書　等　の　写　し

2 　監　査　意　見　書（政党及び政治資金団体に限る。）

3 　政　治　資　金　監　査　報　告　書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令　和　　５　年　　　３　月　　　１　日

甲　乙　会

印

（ （ 印））

 ★ 令和４年１２月３１日現在（解散分の収支報告書である場合は解散日現在）で国会議員関係政治団体である場合は、

　　収支報告書提出に際し、あらかじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、登録政治資金監査人が作成する

　　「政治資金監査報告書」を添付して提出してください。

　　（注）収支が０円であっても、政治資金監査を受ける必要があります。

代 表 者 の 氏 名

宣　　　　　　　誓　　　　　　　書

政 治 団 体 の 名 称

会 計 責 任 者 の 氏 名 乙　野　次　郎　　　　　　　 乙
野

この日付は必ず記入してください。
ここには、収支報告書への記入が完了した日を
記載してください。

政治団体の解散に伴い収支報告書を提出される場合、解散した年の１月１日から
解散日までの間の収支報告書（その２０）宣誓書には、会計責任者だけでなく、
代表者も記名押印又は署名をしてください。
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第15号様式（第９条関係）

領収書等を徴し難かった支出の明細書

支 出 の 目 的
金 額 年 月 日

領 収 書 等 を
徴し難かった
事情項 目 摘 要

百万 千 円

               政治団体の名称

               会計責任者の氏名                 

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が

提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

３ 「支出の目的」欄には、収支報告書記載要領１６の例により分類して記載すること。
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第16号様式（第９条関係）

振込明細書に係る支出目的書

支 出 の 目 的

項  目 摘  要

                                   政治団体の名称

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「支出の項目」欄には、収支報告書記載要領 16の例により分類して記載すること。
３ 「摘要」欄には、例えば、「会場借上費」というように具体的に記載すること。

４ 支出の目的ごとに別葉とすること。

５ 支出の目的に対応する振込明細書の写し（当該振込明細書を複写機により複写した

ものに限る。）と併せて提出すること。
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寄附金（税額）控除のための書類

（確認欄）

  この寄附金は、政治資金規正法第12条若しくは第17条又は公職選挙法第189条の規定による

報告書により報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名

住 所

寄 附 金 の 額
百万 十万 万 千 百 十 円

寄 附 年 月 日 令和  年  月  日

（寄附を受けた団体）

名 称

所 在 地

団 体 の 区 分

いずれか該当するも

のの番号を○で表示

政党又は政治資金団体
租税特別措置法第４１条の１８

第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号

左記以外の特定の政治団体
租税特別措置法第４１条の１８

第 １ 項 第 ３ 号 又 は 第 ４ 号

１ ２

租税特別措置法第41条の18

第１項第３号該当の場合

その団体の主宰者又は

主要な構成員である国会

議員の氏名

租税特別措置法第41条の18

第１項第４号該当の場合
同号イ該当の場合は(2)の

記載は必要ありません。

(1) その団体が推進し又は

支持する者の氏名

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日

選挙

令和  年  月  日

（寄附を受けた個人）

公 職 の 候 補 者

(1) 公職の候補者の氏名

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日

選挙

令和  年  月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

□・２・15 200,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

□・10・15 400,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

収支報告書により報告された寄附を記入すること。

（寄附金の額には￥を付けてください。）

数回に分けて寄附を受けた場合には記入

不要。下段の内訳に記入すること。

現職の場合は記載不要

該当するものに○
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収支報告書記載要領       

１ この用 の きさは、日 産 規 とすること。

２ この報告書は、 年１２月３１日（ 等の場合には、その日）現在で、その年におけるすべての収

入及び支出（当該政治団体のた にその代表者又は会 者と意 を じてされた支出を含む。）の

総額、項目別の金額及び資産等 びに以下に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載

すること。

３ 収入とは、金 、 、不動産その他の 産 の の収 で、法第８条の３各号に掲げる 法によ

る 用のた に供与し、又は した金 及び有価 の当該 用に係る当該金 等に 当する金 等

の収 以外のものをいい、支出とは、金 、 、不動産その他の 産 の の供与又は で、法

第８条の３各号に掲げる 法による 用のた にする金 及び有価 の供与又は 以外のものをい

う。

  なお、金 以外の 産 の にあっては、これを 価に見積った金額を記載し、その を「備考」

欄に記載すること。

様式（その１）について

(1) 「政治団体区分」欄及び「活動区域の区分」欄の中の「□」 には、該当するものに「レ」を記入  

すること。

(2) 「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「□」については、１２月３１日現在で資金管理団体とし

て指定されていた場合には「有」の「□」に「レ」を記入し、１２月３１日現在で資金管理団体と  

して指定されていなかった場合には「無」の「□」に「レ」を記入すること。

   さらに、「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「 職の 」及び「資金管理団体の 出をし

た者の 」は、１２月３１日現在で資金管理団体として指定されていた場合にのみ記載すること。  

この場合において、「 職の 」には、 議 議員、 議 議員又は地 団体の議会の議

員 しくは の区分により、その職については 区において することとされている場合には

当該 区 を して、その職にある者にあっては「 議 議員 第 区 区（現職）」、

その職の 者にあっては「 議 議員 第 区 区（ 者）」、 者とな うとする

者にあっては「 議会議員 区（ 者とな うとする者）」の例により記載すること。

   なお、１２月３１日現在での国会議員関係政治団体に関する特例規定（法１９条の９の規定をい

う。以下同じ。）の適用の有無にかか らず、記載すること。

(3) 「資金管理団体の指定の期間」欄には、１２月３１日現在での資金管理団体の指定の有無にかか

らず、当該年中において一部の期間のみ資金管理団体として指定されていた場合に、その期間を記

載すること。この場合において、当該年中に資金管理団体として指定され、その 、１２月３１日

まで資金管理団体として指定されていたときには、資金管理団体として指定された日から１２月３

１日まで、１月１日現在で資金管理団体として指定されており、その 当該年中に資金管理団体の

指定を り されたときには、１月１日から資金管理団体の指定を り された日まで、というよ

うに記載すること。

また、１月１日から１２月３１日まで 年で資金管理団体として指定されていた場合には記載を  

要しないこと。
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   なお、当該年中における国会議員関係政治団体に関する特例規定の適用の有無にかか らず、記載

すること。

(4) 「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「□」については、「政治団体の区分」欄の中の該当す

る「□」に「レ」を記入した で、１２月３１日現在で法第１９条の 第１項第１号に係る国会議

員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合には「政治資

金規 法第１９条の 第１項第１号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「レ」を記入し、

１２月３１日現在で同項第２号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する

特例規定が適用されていた場合には「政治資金規 法第１９条の 第１項第２号に係る国会議員関

係政治団体」の「□」に「レ」を記入すること。

さらに、「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「 職の 者の 」及び「 職の 」は、

１２月３１日現在で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合にのみ記載する  

こと。

この場合において、同項第１号に係る国会議員関係政治団体であるときは「 職の 者の 」

にその代表者である 職の 者の を、「 職の 」にその代表者である 職の 者に係

る 職の を、 議 議員又は 議 議員の区分により、その職にある者にあっては「 議 議

員（現職）」、その職の 者及び 者とな うとする者にあっては「 議 議員（ 者等）」

の例により記載し、同項第２号に係る国会議員関係政治団体であるときは「 職の 者の 」

に同号の 職の 者の を、「 職の 」に当該 職の 者に係る 職の を、 議

議員又は 議 議員の区分により、その職にある者にあっては「 議 議員（現職）」、その職の

者及び 者とな うとする者にあっては「 議 議員（ 者等）」の例により記載するこ

と。

なお、１２月３１日現在での資金管理団体の指定の有無にかか らず、記載すること。

(5) 「国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間」欄には、１２月３１日現在での国会議員関係  

政治団体に関する特例規定の適用の有無にかか らず、当該年中において一部の期間のみ国会議員  

関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合に、その期間を記載すること。

この場合において、当該年中に国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されることとなり、

その 、１２月３１日まで国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていたときには、国

会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されることとなった日から１２月３１日まで、１月１

日現在で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されており、その 、当該年中に国会議員

関係政治団体に関する特例規定が適用されなくなったときには、１月１日から国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されなくなった日まで、というように記載すること。

   また、１月１日から１２月３１日まで 年で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されて  

いた場合には記載を要しないこと。

なお、当該年中における資金管理団体の指定の有無にかか らず、記載すること。

様式（その２）について

(1) 個人が する党 又は会 については、その金額及びこれを 入した者の数を記載すること。

(2) （法人その他の団体が する党 又は会 を含み、政党 （ のうち、法第２２条

の 第２項に規定する政党又は政治資金団体が 又は一 に 開される 会 しくは 会の会

場において ける の で１ 当たりの金額が 円以下のものをいう。(3)及び１２において  

同じ。）を除く。１２を除き、以下同じ。）については、「個人からの 」、「法人その他の団

体からの 」又は「政治団体からの 」に分 し、それ れ項目ごとに総額を記載するものと
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し、 のうち のあっせ に係るものについては、その総額を記載すること。

   なお、個人からの のうち、特定 （法第１９条の に規定する をいう。以下同じ。）に  

ついては、個人からの の 書としてその総額を記載すること。

   また、 部又は支部から供与された 金に係る収入は、 には該当しないた 、「政治団体か

らの 」に含 ないこと。

(3) 政党 については、その総額を記載すること。

様式（その３）について

(1) 機関 の 行その他の事 による収入については、その事 の 及び当該事 の ごとの年

間の収入金額を記載すること。

(2) 「事 の 」欄には、機関 の 行及び政治資金パーティー開催事 にあっては、事 の

を「 機関 」、「 機関 」、「 政治資金パーティー開催事 」、「 政治資金パーティー

開催事 」というように細分した で記載し、その他の事 にあっては、「その他の催 事 」と

いうように記載すること。

（3）政治資金パーティを他の政治団体と 同で開催した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体

の を「備考」欄に記載すること。

様式（その ）について

  入金については、 入 及び当該 入 ごとの金額を記載するものとし、その記載の 法は、例

、「 行（ 支 ）」というように 体的に 入 を記載すること。

８ 様式（その ）について

  当該政治団体の 部又は支部から供与された 金に係る収入については、 金を供与した 部又

は支部ごとに、その 及び たる事務所の所在地 びに当該 金の金額及び供与を けた年月日を

該当欄に記載すること。

９ 様式（その ）について

(1) その他の収入（個人が する党 又は会 、 、機関 の 行その他の事 による収入、

入金及び 部又は支部から供与された 金に係る収入以外の収入をいう。）については、１ 当

たりの金額（数 に たってされたときは、その合 金額）が１０万円以 のものについて、その

となった事 びにその金額及び年月日を記載すること。なお、１ 当たりの金額が１０万円

のものにあっては、一 してその合 金額を記載すること。

(2) 「 要」欄には、収入の となった事 を「 行 金 」というように 体的に記載するこ

と。

10 様式（その ）について

(1) 同一の者からの で、その金額の合 額が、年間 万円を るものについては、その をし

た者ごとに、その者の 、住所及び職 （団体にあっては、その 、 たる事務所の所在地及

び代表者の 。以下同じ。）、当該 の金額及び年月日 びに 者が 場 外資 ０ 会

（法第２２条の 第１項 に規定する者であって同項た し書に規定する日 法人をいう。  

(4)において同じ。）であるときはその旨を該当欄に記載すること。なお、年間 万円以下の に  

ついても 要に じ報告しても し支 ないものであること。
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(2) は、「個人からの 」、「法人その他の団体からの 」又は「政治団体からの 」に分

し、それ れ別 とすること。なお、「 者の区分」欄には、これらの区分を記載すること。

   また、 部又は支部から供与された 金に係る収入は、 には該当しないた 、「政治団体か

らの 」に含 ないこと。

(3) 個人からの のうち、特定 については、例 、 が資金管理団体の 出をした者で  

ある場合には、「 者の 」欄に「 特 」というように記載すること。

また、 によってする については、「備考」欄に「 」と記載すること。

(4) 法人その他の団体からの のうち、 場 外資 ０ 会 からの については、「備考」欄

に「 場 外資 ０ 」というように記載すること。

(5) 「その他の 」欄には、 のうち 記(1) により、その明細を記載したもの以外のものの合   

金額を記載すること。

11 様式（その８）について

  同一の者によって のあっせ をされた で、その金額の合 額が年間 万円を るものに

ついては、その のあっせ をした者ごとに、その者の 、住所及び職 びに当該 のあっせ

に係る の金額、これを た期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日を記載するものと

し、記載の要領は１０に じて記載すること。なお、年間 万円以下の のあっせ に係る につ

いても 要に じ報告しても し支 ないこと。

12 様式（その９）について

  政党 については、同一の日に同一の場所で けた ごとに、その金額の合 額 びに年月

日及び場所を記載するものとし、場所の記載については、「 １ 目 」、「

１ 目１ １号 会 の間」というように 細に記載すること。

13 様式（その１０）について

（1）機関 の 行その他の事 による収入のうち特定パーティー（政治資金パーティーのうち、当該

政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が 万円以 であるものをいう。以下同じ。）又は特

定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合には、これらの

パーティーごとに、その 、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額 びに対価の支

をした者の数を 記載すること。

（2）特定パーティー開催団体以外の政治団体にあっては、当該特定パーティー又は特定パーティーにな

ると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、報告書に記載すべき収入があった年

の 年以 において収 されたものがある場合においては、これらのパーティーに係る「備考」欄

に 年以 において収 されたものに係る収入の金額及び対価の支 をした者の数を記載するこ

と。

（3）特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを他の政治団体と 同

で開催した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体の を「備考」欄に記載すること。

14 様式（その１１）について

(1) 一の政治資金パーティーの対価に係る収入（特定パーティー開催団体以外の政治団体にあっては、  

報告書に記載すべき収入があった年の 年以 における収入を含む。（1）及び 15において同じ。）

のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支 で、その金額の合 額が２０万円を
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るものについては、政治資金パーティーごとに、その年における対価の支 について、当該対価の

支 をした者ごとに、その者の 、住所及び職 びに当該支 れた対価の金額及び年月日を

該当欄に記載するものとし、記載の要領は、政治資金パーティーごとに別 とし、「政治資金パー

ティーの 」欄には当該政治資金パーティーの を記載すること。

   特定パーティー開催団体以外の政治団体にあっては、当該政治資金パーティーについて、報告書に

記載すべき収入があった年の 年以 において収 された収入のうちに当該対価の支 をした者が

支 をしたものがある場合においては、当該対価の支 をした者に係る「備考」欄に 年以 にお

いて収 されたものに係る当該支 れた対価の金額及び年月日を記載すること。

   なお、一の政治資金パーティーに係る２０万円以下の対価の支 についても 要に じ報告しても  

し支 ないものであること。

(2) 対価の支 は、「個人からの対価の支 」、「法人その他の団体からの対価の支 」又は「政治団

体からの対価の支 」に分 し、それ れ別 とすること。

   なお、「対価の支 者の区分」欄には、これらの区分を記載すること。

15 様式（その１２）について

  一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者によって対価の支 のあっせ をされた

もので、その金額の合 額が２０万円を るものについては、対価の支 のあっせ をした者ごとに、

その者の 、住所及び職 びに当該対価の支 のあっせ に係る金額、これを た期間及びこれ

が当該政治団体に提供された年月日を記載するものとし、記載の要領は１ に じて記載すること。

  なお、一の政治資金パーティーに係る２０万円以下の対価の支 のあっせ についても 要に じ

報告しても し支 ないものであること。

16 様式（その１３）について

  すべての支出は、次の分 により、 及び政治活動 に分 し、さらに にあって

は、人 、 、備 及び事務所 に分 し、政治活動 にあっては、 活動 、

関係 、機関 の 行その他の事 、 査 、 金及びその他の に分 した

で、これらの項目ごとに年間の支出金額を記載すること。この場合、当該政治団体の 部又は支部に

対して供与した 金に係る支出については、これらの項目ごとにその額を「備考」欄に併せて記載す

ること。

(1) 

  ア 人     政治団体の職員（機関 の 行その他の事 に 事する者を除く。）に支

れる 、報 、 当 当 住居 当その他の 当の 及び

その他の各 の をいう。

  イ    、 、 の使用 及びこれらの 使用 等をいう。

  備     、 、 ー、複写機、 動車（事務所用に限る。）等の備 の 及び

       、 、イ 、事務 、 、 、 等の の の 入 を

いう。

  事務所    事務所の （地代、 賃）、 、 等の各 、

使用 、 入 、 その他これらに する で事務所の に

要とされるものをいう。
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(2) 政治活動

  ア 活動   当該政治団体の 活動に要する （ に関するものを除く。）で、例 、           

会 、行事 、 対 、 外 、 際 の をいう。

  イ 関係   に関して支出される で、例 、 、 中見 その他 に           

関して行 れる政治活動に要する の をいう。

  機関 の

   行その他の

    事

   ( ) 機関 の 機関 の 行事 に 事する者に支 れる 与、 、 、

     行事 、 その他機関 の 行に要する をいう。

   ( ) 事 機関 の 行以外の政 の 及 に要する （ に関するものを除く。）

で、例 、 、 テレ の 告 、 ー パ

レ の 、 用 動車の 入 の をいう。

   ( ) 政治資金  政治資金パーティーの開催に要する で、例 、会場 、記 代、     

パーティー の をいう。

     開催事

   ( ) その他の  記の( )、( )及び( )以外の 事 に要する をいう。

     事

  査   政治活動のた に行う 査 に要する で、例 、 会 、資 、           

書 入 、 代の をいう。

  金 政治活動に関する 、 金、当該政治団体の 部又は支部に対して供与した           

金、 金の をいう。

  その他の その他 記以外の政治活動に要する をいう。

17 様式（その１ ）について

(1) 人 以外の については、資金管理団体として指定されていた期間（国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されていた期間を除く。以下同じ。）に行った支出又は国会議員関係政

治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出のうち、１ 当たりの金額（数 に

たってされたときは、その合 金額）が、資金管理団体として指定されていた期間に行った支出に

あっては 万円以 の支出について、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期

間に行った支出にあっては１万円を る支出について、その支出を けた者の 及び住所（団

体にあっては、その 及び たる事務所の所在地） びに当該支出の目的、金額及び年月日を次

の例により記載すること。

   したがって、１月１日から１２月３１日までの間の一部の期間のみ資金管理団体として指定されて

いた場合又は国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合には、それ れ資金管

理団体として指定されていなかった期間又は国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されて

いなかった期間に行った支出については記載を要しないこと。

(2) 人 以外の は、１ の(1)のイから までの により分 し、「項目別区分」欄には、  

「 」、「備 」、「事務所 」というように、項目別の区分を記載し、それ れ

別 とすること。

(3) 「支出の目的」欄には、 にあっては、例 、「 の使用 」、「 の使用 」、「

の使用 」、備 にあっては、例 、「 の 入 」、「事務所用 動車の 入 」、
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「事務用用 の 入 」、「 」、「 代」、事務所 にあっては、例 、「事

務所の 」、「 」、「 」、「 使用 」、「 入 」、「 」

というように、当該支出の目的を 体的に記載すること。

(4) 「その他の支出」欄には、１ 当たりの金額が、資金管理団体として指定されて期間に行った支出

にあっては 万円 の支出を、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に

行った支出にあっては１万円以下の支出を、一 してその合 金額を記載すること。

18 様式（その１ ）について

(1) 政治活動 については、１ 当たりの金額（数 に たってされたときは、その合 金額）が、国

会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出にあっては１万円を

る支出について、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に行った支

出にあっては 万円以 の支出について、その支出を けた者の 及び住所（団体にあっては、

その 及び たる事務所の所在地） びに当該支出の目的、金額及び年月日を次の例により記載

すること。

(2) 政治活動 は、１ の(2) のアから までの により分 し、さらに 目ごとに、 活動 に  

あっては、例 、「 会 」、「行事 」、「 対 」、「 外 」、「 際 」、 関

係 にあっては、例 、「 」、「 中見 」、機関 の 行事 にあっては、例

、「 与」、「 」、「 」、「 」、「 」、 事 にあっては、

例 、「 」、「 テレ の 告 」、「 ー パ レ の

」、「 用 動車の 入 」、政治資金パーティー開催事 にあっては、例 、

「 政治資金パーティー開催事 」、「 政治資金パーティー開催事 」、 査 にあっ

ては、例 、「 会 」、「資 」、「書 入 」、「 代」、 金にあって

は、「 金」、「 金」、「支部 金」、「 金」というように、適宜、 分 し、それ

れ別 とすること。

(3) 記載の要領については、次のとおりとすること。

  ア 「項目別区分」欄には、「 活動 （ 会 ）」というように 分 した 目まで記載する

こと。

  イ 「支出の目的」欄には、当該支出の目的を「会場 」、「 当代」、「 ー代」という

ように 体的に記載すること。

  「その他の支出」欄には、１ 当たりの金額が、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用

されていた期間に行った支出にあっては１万円以下の支出を、国会議員関係政治団体に関する特

例規定が適用されていなかった期間に行った支出にあっては 万円 の支出を、一 してその

合 金額を記載すること。

19 様式（その１ ）について

  当該政治団体の 部又は支部に対して供与した 金に係る支出については、１ に掲げる分

による支出項目ごとに、その 部又は支部の 及び たる事務所の所在地 びに当該 金の金額及

び供与した年月日を該当欄に記載すること。

20 様式（その１ ）について

  １２月３１日において有する資産等（土地、 、 の所有を目的とする地 又は土地の賃 、

の価額が１００万円を る動産、 金（ 金及び当 金を除く。２１において同じ。）又
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は 金（ 金を除く。２１において同じ。）、金 、有価 、出資による 、貸 ごと

の が１００万円を る貸 金、支 れた金額が１００万円を る 金、 の価額が１００

万円を る の 用に関する 及び 入 ごとの が１００万円を る 入金をいう。２１

において同じ。）については、これらの項目ごとの有無について「□」 に「レ」を記入すること。

21 様式（その１８）について

(1) １２月３１日において有する資産等の については、次の例により項目別に分 したう で記載

し、それ れ別 とすること。なお、「項目別区分」欄には、これらの区分を記載すること。

  ア 土地     土地については、所在、面積、 の価額及び 年月日を記載するものとし、     

記載の要領は、所在を「 要」欄に「 １ 目１ １号」というよう

に記載し、面積を「備考」欄に「１００㎡」というように記載すること。

  イ      については、所在、 面積、 の価額及び 年月日を記載するものとし、   

記載の要領は、所在を「 要」欄に「 １ 目１ １号」というよう

に記載し、 面積を「備考」欄に「１００㎡」というように記載すること。

  の所有を の所有を目的とする地 又は土地の賃 については、当該 に係る

目的とする  土地の所在、面積、 の の価額及び 年月日を記載するものとし、記載

地 又は  の要領は、所在及び地 又は賃 の別を「 要」欄に「 １ 目    

土地の賃 １号１号（地 ）」というように記載し、面積を「備考」欄に「１００㎡」と

いうように記載すること。

  動産     の価額が１００万円を る動産については、 目、数 、 の価額及び           

年月日を記載するものとし、記載の要領は、 目を「 要」欄に「 動車」、

「 」、「 」というように記載し、数 を「備考」欄に記載するこ

と。

  金又は 金 金又は 金については、 を記載するものとし、「 要」欄には、「 」

と記載すること。

  金    金 については、 している金 の額及び の 定年月日を記載する       

ものとし、「 要」欄には、「金 」と記載すること。

  有価    金 法第２条第１項及び第２項に規定する有価 （金 の    

及び を除く。）については、 、 、数 、 の価額及び

年月日を記載するものとし、記載の要領は、 を「 要」欄に「国 」、「

式」、「 」というように記載し、 及び数 を「備考」欄に「 年 月

行１０年国 （額面１００万円）」、「 式会 行 式（１ ０００ ）」

というように記載すること。

  出資による  出資による については、出資 、出資 ごとの金額及び出資年月日を記載    

     するものとし、記載の要領は、出資 を「 要」欄に「 合 会 」、「 合資

会 」というように記載すること。

  貸 金    貸 ごとの が１００万円を る貸 金については、貸 及び貸 ご

との を記載するものとし、記載の要領は、貸 を「 要」欄に「 」、

「 政治団体」というように記載すること。

  金     支 れた金額が１００万円を る 金については、支 、 金の額及び支

年月日を記載するものとし、記載の要領は、支 を「 要」欄に「 」、

「 式会 」というように記載すること。
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  の 用に の価額が１００万円を る の 用に関する については、 、

関する   対 となる の 、 の価額及び 年月日を記載するものとし、記載の

要領は、 を「 要」欄に「 場会員 」、「 ー 会員 」と

いうように記載し、 の を「備考」欄に「 ー 」、「 会

員 ー 」というように記載すること。

  入金    入 ごとの が１００万円を る 入金については、 入 及び 入            

ごとの を記載するものとし、記載の要領は、 入 を「 要」欄に「 行

（ 支 ）」というように記載すること。

(2) (1)アから まで、 及び の資産で政治団体が政治団体となった日（法第３条第１項各号又は法第

条第１項各号の団体となった日（同項第２号の団体にあっては、法第 条の２第２項 の規定に

よる 出がされた日）をいう。以下同じ。） に したものについて、その の価額が明らかで

ない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、 における 価に見積った金額を記載し、

その金額が見積額である旨を 記するものとし、 の価額及び 年月日が明らかでない場合は、

その旨を「備考」欄に記載するとともに、当該政治団体が政治団体となった年月日及び当該年月日に

おける 価に見積った金額を記載し、その年月日が政治団体となった年月日である旨及びその金額が

見積額である旨を 記すること。

また、 年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を  

「備考」欄に記載すること。

(3) (1) 及び の資産で政治団体が政治団体となった日 の に係るものについて、その 年月日

が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を「備考」欄に記載する

こと。

(4) (1)アから まで、 及び の資産で政治団体が政治団体となった日から 年１２月３１日まで

に したものについて、その の価額が明らかでない場合は、その旨を「備考」欄に記載すると

ともに、 における 価に見積った金額を記載し、その金額が見積額である旨を 記するものと

し、 の価額及び 年月日が明らかでない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、

年１月１日における 価に見積った金額を記載し、その金額が 年１月１日における 価

見積額である旨を 記すること。

また、 年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を  

「備考」欄に記載すること。

(5) (1) 及び の資産で政治団体が政治団体となった日から 年１２月３１日までの に係る

ものについて、その 年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった

年月日を「備考」欄に記載すること。

22 様式（その１９）について

(1) １２月３１日現在で資金管理団体として指定されている場合には、同日において有する資産等のう

ち不動産（２１の(1)のアから までの資産をいう。以下同じ。）の 用の現 について、次の例に

より項目別に分 した で記載し、それ れ別 とすること。

   なお、「項目別区分」欄には、これらの区分を記載すること。

ア 土地     土地については、所在、事務所の用に供している場合にあってはその旨、事務所         

以外の用に供している場合にあってはその用途 びに当該土地を現に使用して

いる者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表
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者との関係 びに使用の対価の価額を記載すること。

この場合において、「 要」欄には、所在を「 １ 目１ １号」と

いうように記載し、「用途」欄には、事務所の用に供している場合にあってはそ

の旨を「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」というように、事務所以外の用

に供している場合にあってはその用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記

載し、「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄には、事務所以

外の用に供している場合において当該土地を現に使用している者と当該資金管

理団体及びその代表者との関係を「当団体の職員」、「当団体の代表者の秘書」

「当団体の職員以外の個人」というように記載し、「使用者ごとの用途」欄には、

事務所以外の用に供している場合において当該土地を現に使用している者ごと

の用途を「住居」、「事務所用以外の駐車場」というように記載し、「使用者ご

との使用面積」欄には、事務所以外の用に供している場合において当該土地を現

に使用している者ごとの使用面積を「１００㎡」というように記載し、「使用者

ごとの使用の対価の価額」欄には、事務所以外の用に供している場合において当

該土地を現に使用している者ごとの使用の対価の価額を「１０万円／月」という

ように記載すること。

イ      については、所在、事務所の用に供している場合にあってはその旨、事務所

以外の用に供している場合にあってはその用途 びに当該 を現に使用して

いる者ごとの用途、使用している 面積、その者と当該資金管理団体及びその代

表者との関係 びに使用の対価の価額を記載すること。

この場合において、「 要」欄には、所在を「 １ 目１ １号」と

いうように記載し、「用途」欄には、事務所の用に供している場合にあってはそ

の旨を「事務所」というように、事務所以外の用に供している場合にあってはそ

の用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記載し、「使用者と当該資金管理

団体及びその代表者との関係」欄には、事務所以外の用に供している場合におい

て当該 を現に使用している者と当該資金管理団体及びその代表者との関係

を「当団体の職員」、「当団体の代表者の秘書」、「当団体の職員以外の個人」

というように記載し、「使用者ごとの用途」欄には、事務所以外の用に供してい

る場合において当該 を現に使用している者ごとの用途を「住居」、「 」

というように記載し、「使用者ごとの使用面積」欄には、事務所以外の用に供し

ている場合において当該 を現に使用している者ごとの使用面積を「１００

㎡」というように記載し、「使用者ごとの使用の対価の価額」欄には、事務所以

外の用に供している場合において当該 を現に使用している者ごとの使用の

対価の価額を「１０万円／月」というように記載すること。

  の所有を の所有を目的とする地 又は土地の賃 については、当該 に係る

目的とする  土地の所在、事務所の用に供している場合にあってはその旨、事務所以外の用に

地 又は  供している場合にあってはその用途 びに当該土地を現に使用している者ごとの    

土地の賃 用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係

びに使用の対価の価額を記載すること。

           この場合において、「 要」欄には、所在を「 １ 目１ １号」と           

うように記載し、「用途」欄には、事務所の用に供している場合にあってはその

旨を「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」というように、事務所以外の用に
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供している場合にあってはその用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記載

し、「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄には、事務所以外

の用に供している場合において当該土地を現に使用している者と当該資金管理団

体及びその代表者との関係を「当団体の職員」、「当団体の代表者の秘書」、「当

団体の職員以外の個人」というように記載し、「使用者ごとの用途」欄には、事

務所以外の用に供している場合において当該土地を現に使用している者ごとの用

途を「住居」、「事務所以外の駐車場」というように記載し、「使用者ごとの使

用面積」欄には、事務所以外の用に供している場合において当該土地を現に使用

している者ごとの使用面積を「１００㎡」というように記載し、「使用者ごとの

使用の対価の価額」欄には、事務所以外の用に供している場合において当該土地

を現に使用している者ごとの使用の対価の価額を「１０万円／月」というように

記載すること。

(2) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの使用の対価の価額」

欄までについては、同一の不動産に関し当該不動産を現に使用している者と当該資金管理団体及び

その代表者との関係が同一の関係にある者が複数いるときにあっては、一人ずつ行を分けて記載す

るものとし、その際、「使用者ごとの使用面積」欄については、各使用者の専有面積で按分するな

どして、適宜記載すること。

(3) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの使用の対価の価額」

欄までについては、事務所の用に供している不動産の場合には記載を要しないこと。

(4) １２月３１日現在で資金管理団体として指定されていない場合又は同日において不動産を有してい

ない場合には、この様式は記載を要しないこと。

23 法第１８条の２第１項の規定による政治団体について

（1）政治団体のうち法第１８条の２第１項の規定による政治団体（以下「特定パーティー開催団体」と

いう。）にあっては、報告書を提出する日現在で、当該特定パーティー開催団体の開催した政治資

金パーティーに係るすべての収入（予定される収入を含む。）及び支出（予定される支出を含む。）

の総額、項目別の金額及び以下に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載するも

のとし、予定される収入又は支出を記載する場合においては、当該収入又は支出が予定される収入

又は支出である旨を「備考」欄に記載すること。

（2）様式（その１）については次のように記載すること。

ア 「活動区域の区分」欄の中の「□」については、政治資金パーティを開催する場所について、該

当するものに「レ」を記入すること。

イ 特定パーティー開催団体にあっては、当該特定パーティー開催団体が開催した政治資金パーティ

ーの開催年月日を「（令和 年 月 日開催分）」の箇所に記載すること。

24 この報告書を提出する際には、政党（政党の支部を除く。）又は政治資金団体にあっては監査意見書

及び領収書等の写し（当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。）、国会議員関係

政治団体（当該年中において一部の期間のみ国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた

ものを含む。）にあっては政治資金監査報告書及び領収書等の写し、その他の政治団体にあっては領収

書等の写しを提出すること。

  なお、第９条第２項第１号に掲げる場合にあっては、振込明細書の写しを当該振込明細書に係る支出

目的書と併せて提出すること。


